
適時開示に係る社内体制 

発生事実 情報の所管部署・子会社 

業務企画部 

情報取扱責任者（経営管理本部長） 

経営会議 

（執行役員(取締役兼務者）、子会社社長） 

取締役会 

※重要事実の意思決定 

業務企画部 

情報開示 

開示に関する情報 


